
 

 

 

 
 

＜各学年のねらいと主な活動＞ 

年少組 年中組 年長組 

○身の回りのことを丁寧に行おうと

する。 

○音楽に合わせて、自分なりに楽器を

鳴らしたり、歌ったりすることを楽

しむ。 

 

主な活動 

・手回しゴマ ・楽器遊び 

・ゲーム「イチゴミルク」 

・歌「あわてんぼうのサンタクロース」 

  「もちつき」「お正月」 

○季節に合わせた生活の仕方が分かり、自

分たちで行おうとする。 

○学級のみんなで声を合わせて歌う楽し

さや、リズムを揃えて楽器を鳴らす心地

よさを感じる。 

 

主な活動 

・引きゴマ ・楽器遊び 

・クリスマスの製作 

・じゃんけん列車 

・歌「ふゆのおとクルリン」 

  「もちつき」「お正月」 

○友達と役割を分担したり、協力した

りして、遊びや生活を自分たちで進

めていこうとする。 

○みんなで気持ちを揃えて歌ったり合

奏したりして、やり遂げる満足感を

味わう。 

 

主な活動 

・投げゴマ ・合奏 

・リース作り 

・グループで行うゲーム 

・歌「赤鼻のトナカイ」（手話） 

  「もちつき」「お正月」 

幼稚園だより１２月号令和７年１１月２８日 

     中央区立豊海幼稚園 03（3533）0725 

ＨＰ http://www.chuo-tky.ed.jp/~toyomi-kg/   

教育目標 

○げんきな子 

○やさしい子 

○がんばれる子 

 

人権週間 

園長 佐藤 恵 

豊海ワールドの落ち葉が黄色や紅に色づき、子どもたちは耳飾りにしたり、お料理の材料にしたりして

遊びに取り入れています。年中組さんは、いろいろな色や形の葉を並べたり、重ねたりしながら透ける紙

に貼ってステンドグラスを作っています。自然光に照らすと思わず見入ってしまうような美しさです。 

 さて、１２月４日から１０日の一週間は「人権週間」と定められています。最終日の１０日は「人権

デー」として、１９４８年に国連で「世界人権宣言」が採択されたことを記念する国際的な日

であり、世界中の人々が、基本的人権を尊重し合えるようにという願いが込められています。 

 子どもたちに関わる『子どもの権利条約』では、「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加

する権利」の 4つが、子どもたちが持つ権利の基本的な柱とされています。子どもたちは、自分自身に関

わる大事な選択について、自分の気持や希望を十分に尊重される権利が保障されているのです。 

 幼児期の子どもたちは、人権を守られる立場であると同時に、自分の考えをもち、自分なりに表現して

いく力を身に付けていく自我の芽生えの時期でもあります。園では、様々な人との関わりの中で他人の存

在に気付き、相手を尊重する気持ちをもって行動する心の土壌を育んでいきたいと考えています。 

 第２学期も残すところ２０日余りとなりました。保護者や地域の方々に支えていただき、教育活動を充

実させることができたと感謝しております。これからも、一日一日を大切に過ごし、２学期を楽しく締め

くくっていきたいと思っています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


